
プロモーションコードに関する問い合わせ・苦情申立て 

及び違反是正措置に関する処理フロー 

（ 平成１５年 ７月２９日制定 ） 

（ 平成１７年 ３月２５日改定 ） 

（ 平成２２年１０月 １日改定 ） 

（ 平成２８年 ４月 １日改定 ） 

話合い 

苦情申立て 

・回答

問合せ 

・回答

1.苦情申立

て受理可否

の回答

2.違反是正

措置の通知

報告 

報告 

問合せへ

の回答 連絡 

苦情申立て 問合せ 

① 疑義があればまず会員企業間で解決する

② できない場合は、所属団体内で解決する

③ なお未解決の場合は医機連に苦情申立て

ができる

会員企業 B 

（対象企業） 

企業所属の各団体（医機連会員団体） 

医機連事務局（規制対応部） 

企業倫理委員会正副委員長会議 

連絡 

審議・事案受理可否の決定 

企業倫理委員会 

記載要件

の確認 

是正措置の有無決定 

医機連

理事会 

受理 受理せず 

追加調査・ 

ヒアリング

会員企業 A 

（問合せ・苦情申立て） 


